
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公共交通を取り巻く問題点     このままだと・・・ 

 

 

１．本市における交通の現況 

 

 

 

 

【人口】増加を続けている市人口は平成 32 年をピークに減少し、また今後高齢化の進行が予測されます。 

【移動手段の利用概況】和泉市においては、自家用車利用の増加が顕著です。 

【鉄道駅へのアクセス】バス利用とともに自家用車による送迎が多く、バスターミナルへ一般車が混入し、駅前広場及

び周辺の道路の混雑が見られます。 

【バス、タクシー利用】路線バス、コミュニティバス、路線維持運行バス、一般タクシーとも、一部路線を除いて減少

傾向にあります。 

４．上位・関連計画における公共交通の位置づけ 

２．公共交通へのニーズ 

■市民アンケート結果 

【日常生活の移動実態】移動手段は自家用車が最も多い。鉄道、バスを利用しない理由には「自家用車の移動が楽だか

ら」「自宅からの最寄り駅、停留所がない」「目的地まで時間がかかる」等が挙げられています。 

【公共交通の利用状況と満足度】コミュニティバスにおいて、利用頻度及び満足度ともに低くなっています。 

【公共交通に対する改善点及び公共交通への転換意向】「運賃の低減、割引制度の導入」「バス停や駅での待合環境の整

備」「自宅近くへのバス停設置」等が公共交通への転換条件として挙げられています。 

【公共交通への行政の関与】行政負担により現状の運行本数やルート維持を望む声と、現状よりも運行本数やルートを

充実させるべきとの声が多く見られます。 

【和泉市総合計画】車への依存を抑制するための交通機能の整備推進と公共交通空白地域の解消 

【都市計画マスタープラン】公共交通網の充実と鉄道駅の利便性向上、安全で快適に通行できる

自転車の環境づくりに関する取組、公共交通機関の利用促進 

【立地適正化計画】拠点等における都市機能の充実による賑わいの創出、交通利便性の高い交通

ネットワークの形成等による、暮らしの質・交流・活力の向上、都市の利便性

や魅力を持続しながら躍進していくまちの実現 

① 生産年齢人口減少によるバス利用者の減少 

② 交通事業者や行政・地域運営委員会等の負担増大 

③ バスやタクシー等の運転手の不足・高齢化の進展 

④ 交通渋滞に伴うバスの定時性の低下 

⑤ 一部地域における公共交通空白地の存在 

⑥ 公共交通の利用に対する意識のばらつきや希薄さ 

 

 

公共交通のサービス低下と、 

さらなる利用者減少といった 

「負のスパイラル（循環）」に陥る 

おそれがあります。 

■町会・自治会ヒアリング結果 

・バスの増便、運行ルートの見直し、鉄道・バス相互の接

続、バス待ち環境向上（駅前一般車進入対策やバス停環

境向上等）、新たな運行方法の検討、運賃割引施策、案

内の充実等に関する意見が多く寄せられました。 

■各分野との意見交換結果 

・医療福祉施設（総合医療センター等）や観光施設（久

保惣記念美術館、温浴・宿泊施設等）へのアクセス、

タクシーを活用した新たな移動手段や利用促進、運

賃施策等に関する意見が多く寄せられました。 

和泉市地域公共交通網形成計画素案 概要版 
平成３０年１１月 和泉市 

本計画は、本市における「望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする地域公共交通施策の基本的計画として策定するものです。地域公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏まえて、様々な公共交通を網羅し

たネットワーク全体を一体的に形づくり、持続させるために達成すべき目標を定め、その目標達成のために行う事業内容、実施スケジュール及び住民・交通事業者・行政の役割等を示しています。 

【計画の区域】和泉市全域   

【計画の期間】平成 31 年度から平成 35 年度までの５年間（必要に応じて随時見直し） 

５．本市の公共交通に係る課題整理 

②公共交通の持続的な運行継続に向けた課題 

バス利用者は路線バス、コミュニティバス、路線維持運行バスともに減少

傾向であり、地域特性や現状等を踏まえた見直しが必要です。 

③公共交通のさらなる利用促進に向けた課題 

 市内の自動車利用は増加傾向にあります。また、駅への送迎が多く、駅前

広場及び周辺の道路混雑やバスの定時性低下、利用者数減少が懸念されま

す。過度の自動車利用から公共交通への転換を図るためのモビリティ・マ

ネジメント（適切な交通手段への自発的な変容を促す一連の取組）の実施

が求められます。 

①駅を拠点とした公共交通網形成に関する課題 
駅を中心として人の賑わう拠点として、まちづくり施策と連携した交通結

節機能の強化が必要です。さらに、鉄道駅を拠点として市内各拠点をネッ

トワークとして結ぶ交通体系の確立が必要です。 

 

 上記に示した課題に加え、市民や来訪者の移動を支える公共交通を持続的に運行して

いくための財源を確保していくことが課題であり、市民、地域、交通事業者、行政のそ

れぞれの役割分担のもと、公共交通を支えることが必要です。 



 

 

６．地域公共交通網形成の基本理念、基本方針、目標 

基本理念：自動車に過度に頼らず安全・快適に生活できるまち・いずみの実現 

基本方針 １．主要駅を拠点として、まちづくりと連携した交通結節機能の強化 

２．各交通機関の役割と特性を活かした、持続可能な交通網の形成 

３．公共交通の積極利用を促すための情報提供と利用促進施策の展開 

目 標 地域特性等を踏まえた公共交通の運行及び利用促進施策の実施により 

１．人口に対する鉄道、バスの利用率は現状以上を目指します。 

（人口に対する鉄道利用率：31.6%以上、人口に対する一般路線バス利用率 5.4%

以上、人口に対する地域バス※利用率 0.17%以上） 

２．公共交通の利便性に対する市民の満足度を現状より向上させます。 

（公共交通の利便性に対する市民の満足度 15%以上、地域バス※の利便性に対す

る市民の満足度 5%以上） 

７．地域公共交通の将来イメージ 

交通機関 主な役割及び公共交通網形成の 

方向性 

鉄道 市内と市外の往来を支える広域基

幹交通として位置づけ、通勤・通

学を始めとする広域移動の利便に

資するとともに、駅の拠点性の向

上を図ります。 

一般路線バス 主要鉄道駅と市内の住宅地、従業

地、商業施設、医療施設等を結ぶ

主要交通として位置づけ、市と交

通事業者が連携しながら持続可能

な運行を目指します。 

地域バス 

 

他交通機関との競合に配慮しなが

ら、交通空白地域と拠点施設を結

び、鉄道及び一般路線バスを補完

する生活交通として位置づけ、市

が主体として（または地域住民と

連携しながら）運行します。利用

者ニーズを勘案して路線網を継続

的に見直します。 

デマンド交通

（予約型乗合タ

クシー等） 

バス車両では運行が難しい狭小道

路を有する交通空白地域をカバー

する地域内交通として位置づけ、

既存公共交通との連携を図りま

す。予約があった場合のみ小型車

両で運行します。 

地域公共交通の将来イメージ

（平成 35年度末） 

８．目標を達成するために行う事業 

 
基本方針１ 

主要駅を拠点とし

て、まちづくりと

連携した交通結節

機能の強化 

① 市内の交通結節点としての駅周辺整備及び交通環境の改善（北信太駅前

の整備、信太山駅のバリアフリー化、和泉中央駅前広場の改修、鉄道駅

におけるバス乗り場案内の改善） 

② 主要な拠点の利用者の利便性向上に向けた検討 

③ 駅における地域公共交通と他の交通手段を合わせた案内の充実 

④ 南部地域のまちづくりと連携した交通ネットワークの検討 

 

基本方針２ 

各交通機関の役割

と 特 性 を 活 か し

た、持続可能な交

通網の形成 

①市内の主要拠点を中心とした将来地域公共交通網の構築 

② 地域バスの運行形態の見直し 

③ デマンド型乗合タクシーの検討 

④ 隣接市との連携による路線バスの利用促進 

⑤ 観光施設と連携した公共交通の案内充実 

 

 

 

 

基本方針３ 

公共交通の積極利

用を促すための情

報提供と利用促進

施策の展開 

① 住民、市職員、学校、転入者等に対するモビリティ・マネジメント（MM）

の実施（住民、学校、転入者等に対する MM の実施、行政職員の積極

的な利用、学校行事やイベントでの利用促進） 

② 大阪府の実施している高齢者運転免許自主返納制度の周知と利用促進

（運転免許自主返納制度の周知、市内における免許自主返納者へのイン

センティブ付与の充実） 

③ 市民や来訪者に対する公共交通に関する一元的な情報案内の提供（乗継

拠点での情報案内の改善、日常生活に即した利用案内の作成・配布、来

訪者向けのサービスの充実） 

④ 地域、交通事業者、行政の連携による議論と実践の場づくり（住民・交

通事業者との議論の場の設置、地域主体の交通づくりの支援制度の検

討） 

⑤ 高齢者及び障がい者に対する外出支援の実施（高齢者おでかけ支援事業

の実施、障がい者福祉タクシー助成事業の実施） 

その他の 

関連する事業 

自転車利用環境向上に関する施策（自転車走行空間の確保、自転車ネット

ワーク計画の策定、自転車利用ルール・マナーの啓発） 

９．計画の推進体制と進捗管理 
今後、この基本方針に即して各施策の実現に向けた「方法・役割分担・予算化」等について具体的な検

討を進め、沿線住民や町会・自治会などからの支援や協力を得て、持続可能な公共交通網を形成します。

また、進捗状況や効果は毎年の公共交通利用者数等を継続的に収集・分析しつつ定量的・客観的に評価し、

必要に応じて計画の見直しを行います。 

施策の具体化に必要な財源については、国の地域公共交通確保維持改善事業による支援などを受けなが

ら市の予算を適宜確保していきます。 

※以後、市が主体で運行しているコミュニティバス「めぐーる」、路線維持運行バス、地域バス「オ

レンジバス」を総称して「地域バス」と呼称します。 


